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地域医療を支える医師確保促進事業実施業務 

公募型プロポーザル応募要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、山口県業務委託プロポーザル方式実施要領（平成２２年４月１日施行）に

基づき、「地域医療を支える医師確保促進事業」に係る業務を委託する者を決定するため

の公募型プロポーザルについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務の名称 

地域医療を支える医師確保促進事業実施業務委託 

（２）業務の内容 

  別添「地域医療を支える医師確保促進事業実施業務仕様書」のとおり 

（３）委託期間 

   契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

３ 予算限度額 

（１）委託料 

  受託業務に要する経費として、１，１００，０００円（消費税および地方消費税を含

む）を上限として決定し支払う。 

（２）医師の斡旋に対する報酬（東部地域で県が指定する医療機関に限る） 

  医師の斡旋により採用が決定した場合、入職後、採用された医師の推定年収の３０％

に相当する額（上限４，９５０，０００円（消費税及び地方消費税を含む））を決定し、

委託料とは別に支払う。 

ただし、入職後、採用された医師が６か月以内に県が指定する病院との契約を終了し

た場合については、下記表により県へ報酬を返還するものとする。 

入職日以降１か月以内に退職した場合 医師の斡旋に対する報酬の９０％ 

入職日以降２か月以内に退職した場合 医師の斡旋に対する報酬の７５％ 

入職日以降３か月以内に退職した場合 医師の斡旋に対する報酬の６０％ 

入職日以降４か月以内に退職した場合 医師の斡旋に対する報酬の４５％ 

入職日以降５か月以内に退職した場合 医師の斡旋に対する報酬の２０％ 

入職日以降６か月以内に退職した場合 医師の斡旋に対する報酬の１０％ 

 

４ 参加資格 

 この手続きに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第２項に

規定する者でないこと。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当して一般競争入札又

は指名競争入札に参加させないこととされている者及びその者を代理人、支配人その

他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。 

（３）この手続の開始の日から企画提案書の提出の日までの間のいずれの日においても山

口県の業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領に基づく参加停止
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を受けていないこと。  

（４）職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）の規定により有料職業紹介事業の許可を

受けている者であること。 

（５）過去５年間において、国内の医療機関と医師の斡旋契約を締結し、斡旋に係る医師

の採用実績（常勤、非常勤を問わない。）があること。 

 

５ 企画提案手続等に関する事項 

（１）企画提案の方法 

 参加資格を有し、企画提案を希望する事業者は、次に掲げる書類を６部（正本１部、

副本５部）提出すること。 

 ア 企画提案書 

  ・Ａ４判片面使用すること（縦横自由。枚数制限なし。枚数の多寡は審査基準に 

含まない。）。 

   ・基本コンセプト、事業の内容、実施方法、実施計画等について、できる限り詳 

細に記載すること。 

  イ 職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）の規定に基づく有料職業紹介事業の 

許可証の写し 

ウ 実績書 

・本県及び他の自治体等での実績についてその内容を示した書類を示した書類を 

添付すること。 

 エ 業務実施体制表 

  ・業務を実施する体制を表や図などを用いて示すこと。 

 オ 参考見積書 

   ・委託項目ごとに内訳をできる限り詳細に記載すること。 

  ・見積金額は、消費税及び地方消費税を含んだ額を記載すること。内税表記、外 

税標記のいずれでも差し支えないが、消費税及び地方消費税の額を記載するこ 

と。 

（２）企画提案書の提出方法及び提出期限 

   （１）に掲げる書類を、企画提案提出書（別紙様式１）とともに、令和７年４月２

１日（月）午後５時までに、持参または郵送（必着）により提出すること。 

提出先は下記のとおり。 

なお、郵送による申込みの場合は、「簡易書留郵便」とし、送付すること。また、提

出期限内の消印有効とする。 

    〒753-8501  山口県山口市滝町１－１ 

    山口県健康福祉部医療政策課 医師確保対策班 担当 前田 

    TEL：083-933-2937   FAX：083-933-2829 

      E-mail：a11700@pref.yamaguchi.lg.jp 

（３）その他 

 ア 提案は、１事業者につき１提案とする。 

 イ 書類作成などの提案に要する経費は応募者の負担とする。 

 ウ この要領に基づき提出された提案書類については、返還しない。 
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６ 企画提案書等の審査及び結果の発表 

（１）審査方法 

   地域医療を支える医師確保促進事業実施業務審査委員会において、提案書による書

面審査を実施し、各審査員の評価点の合計点が最も高い事業者を最優秀提案者とする。 

   ただし、合計点の平均が３０点未満の場合は、この限りではない。 

（２）評価項目 

評価項目 配点 評価の観点 

① 実施体制  ５ 
・医師確保を行うための職員配置、管理・監督体制

が整っているか。 

② 医師紹介実績 

１０ 

・常勤医師の紹介件数、成約件数の実績が十分ある

か。 

（山口県内病院への紹介、成約実績は加点要素） 

 ５ 

・非常勤医師の紹介件数、成約件数の実績は十分あ

るか。 

 （山口県内病院への紹介、成約実績は加点要素） 

③ 
医師の募集、

ＰＲ 

１０ ・募集にかかる広報・ＰＲの手法は有効か。 

 ５ ・広報・ＰＲを展開していく体制が整っているか。 

④ 
県内病院への

支援体制 

１０ 
・県が指定する病院と求職者のニーズ調整を十分に

行えるか。 

 ５ 
・県が指定する病院の採用に関し十分な助言を行う

ことができるか。 

合 計 ５０  

（３）ヒアリング 

  審査委員会が必要と認めるときは、面談によりヒアリングを実施する場合がある。

また、必要に応じて追加資料の提出を求める場合がある。 

（４）審査結果の通知 

 審査結果の通知は、応募者全員に、文書により行う。 

 

７ 質疑と応答 

この要領に関する質問等については、「質問書」（別紙様式２）により、令和７年４月

１４日（月）午後５時まで、文書（電子メールを含む）またはＦＡＸにより受け付ける

（あて先は５（２）に同じ）ものとし、回答は個別の質問の場合を除き、ＦＡＸまたは

電子メールにて行う。 

  なお、当該回答文書は、この要領を追加または修正したものとして扱うこととする。 

 

８ 委託業者決定までの流れ 

４月１４日 公募内容に関する質問の受付期限 

４月２１日 企画提案書提出期限    

４月下旬  委託業者決定 

５月上旬  業務委託開始 
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９ 契約の解除 

  契約締結後であっても、次の場合には契約を解除し、委託事業者を変更することが可

能である。 

（１）提案書など提出書類に虚偽の記載が明らかになった場合 

（２）事業者に重大な瑕疵がある場合 

（３）業務執行の意思が認められない場合 

（４）業務遂行能力がないと認められる場合 

（５）その他、契約を継続するに耐えない事情がある場合 

 

１０ 問い合わせ先 

   〒753-8501  山口県山口市滝町１－１ 

   山口県健康福祉部医療政策課 医師確保対策班 担当 前田 

   TEL：083-933-2937   FAX：083-933-2829 

    E-mail：a11700@pref.yamaguchi.lg.jp  

 


